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判事、弁護士 

 

経 歴 

生：明治３５年（１９０２年）４月１１日 

没：昭和６０年（１９８５年）５月２日、享年８２歳 

大正１０年（１９２１年） １８歳 広島県立福山中学校（誠之館）卒業 

－ － 旧制松江高等学校卒業 

大正１５年（１９２６年） ２３歳 高文司法試験に合格 

昭和２年（１９２７年）３月 ２４歳 京都帝国大学法学部卒業 

昭和２年（１９２７年）４月 ２４歳 司法官試補 

昭和３年（１９２８年）１２月 ２５歳 京都地方裁判所判事 

昭和１２年（１９３７年）１２月 ３４歳 大阪地方裁判所判事 

昭和１６年（１９４１年）９月 ３８歳 大阪地方裁判所部長 

昭和１６年（１９４１年）１０月 ３８歳 満州国最高法院審判官 

昭和１９年（１９４４年）８月 ４１歳 満州国国務院地政総局審査処長 

昭和２０年（１９４５年）８月 ４２歳 ソ連軍捕虜となる 

昭和２１年（１９４６年）１０月 ４３歳 帰国 

昭和２２年（１９４７年）１月 ４４歳 笠岡区裁判所判事 

昭和２２年（１９４７年）３月 ４４歳 岡山地方裁判所笠岡支部判事 

昭和２２年（１９４７年）１１月 ４５歳 広島地方裁判所尾道支部判事 

昭和２３年（１９４８年）１０月 ４６歳 広島地方裁判所尾道支部長 

昭和２８年（１９５３年）９月 ５１歳 広島地方裁判所福山支部長 

昭和３４年（１９５９年）１０月 ５７歳 広島高等裁判所岡山支部長 

昭和３６年（１９６１年）１月 ５８歳 広島高等裁判所部総括判事 

昭和４０年（１９６５年）１０月 ６２歳 広島家庭裁判所所長 

昭和４２年（１９６７年）４月 ６４歳 定年退官 

昭和４２年（１９６７年）１０月１１日 ６４歳 弁護士、広島弁護士会福山地区会へ入会 

昭和４７年（１９７２年）春 ６９歳 勲二等瑞宝章 
 



 

生い立ちと学業、業績 

福山誠之館中学、旧制松江高等学校を経て京都帝国大学法学部を卒業。 

 

大正１５年（１９２６年）に高文司法試験に合格。 

昭和２年（１９２７年）４月司法官試補を経て、昭和３年（１９２８年）判事に任官した。 

爾来、京都地方裁判所、大阪地方裁判所及び大阪控訴院判事を歴任。 

昭和１６年（１９４１年）１０月には招かれて、満州国最高裁判所判事に就任し、よくその重責を

果した。 

戦後、岡山地方裁判所笠岡支部、広島地方裁判所尾道支部に勤務し、昭和２８年（１９５３

年）１０月に広島地方裁判所福山支部長となった。 

 

野趣溢るる風格、剛直にして太っ腹な人柄は、接する人をして畏敬の念を懐かせずにはいな

い。 

その挙措はまことに清簾、その仕事は強い信念のもとに熟慮断行し、果断な裁判、厳正な判

断で普く部内外に知られ、多くの人の信頼を一身に集めている。 

 

趣味は囲碁、実力初段の腕前、尚喜多流の謡曲に造詣深く、又スポーツ観戦に興じられる。 

（広島県深安郡（現福山市）神辺町字湯野八二三番地）   （出典１） 

 

『芦田川のひまわり』より   河相 格治 （大正１０年卒） 

私は判事の定年退職後、在職中の知識経験を役立たせて余生を実のある人生にしようと思っ

て弁護士となった。 

判事としての勤務は昭和３年（１９２８年）１２月に始まり、終戦の前後を通じて３０余年となる。 

その間５年間の満州生活がある。 

終戦前の勤務は京都、大阪の各裁判所で民刑の事件を扱った。 

満州国では最高法院で３年間上告事件を扱ったが、地政総局という行政官庁へ転職し１年間

行政官をした。 

渡満して間もなく太平洋戦争が勃発したが、ソ連軍の対日参戦までは平穏な状態が続いた。 

地政総局は地籍整理事業を主目的とする現業官庁であり、各地に出先機関があったので出

張する機会が多く、満州国各地の状況を見分して視野を広めることができた。 

ソ連軍の参戦、日本の敗戦、ソ連軍の進駐、満州国解体などで極度の不安困憊の生活を新

京市において体験した。 

また非軍人であるのにソ連軍に捕らえられて俘虜となり、１年足らずの抑留生活を経験した。 

満州の北端にある国境の町黒河まで俘虜として輸送され、昭和２１年（１９４６年）の正月を同

地で迎えたが、シベリア入りは免れることができた。 

その後中共側に引継がれ、昭和２１年（１９４６年）３月まで同地に居たが、昭和２１年（１９４６

年）４月黒河とハルピンの中間にある町で当時列車運行の基点となっていた北安まで南下し

た。 



同地で発疹チブスに罹り発熱して病舎に収容されたが、発疹チブスの患者は死亡率が高い

ので私の死亡説が流れたとのことである。 

昭和２１年（１９４６年）８月中共側の指導で北安からハルピンまで輸送され、同地の当時あった

日本人会に引渡され解放されたので、漸く自由の身となることができた。 

 

昭和２１年（１９４６年）９月ハルピンの引揚者として日本へ引揚げることとなり、ハルピンから南

満州にある錦州まで南下したが、途中アムール河の支流である第二松花江が当時中共軍と

蒋介石の国民党軍との境界線となっていて両軍が河を挟んで対峙していたのを見分した。 

錦州の近くにあるコロ島湾出発・博多湾着の引揚船で日本に引揚げることができ、昭和２１年

（１９４６年）１０月初旬、郷里の現住所に帰着して１年振りに先に引揚げていた妻子と再会した

次第である。 

 

郷里での生活環境は渡満した当時とは一変していて悪条件下にあり収入の方途を見付けな

ければならなかったので、判事に復職することを思い付き、自宅から通勤することの条件付で

復職願いを申出て、昭和２２年（１９４７年）１月に笠岡裁判所判事として復職した。 

その後通勤可能または遠隔地でない尾道、福山、岡山、広島の各裁判所に順次勤務し、民

刑事件のほか家庭裁判所の事件を扱ったものである。 

 

復職後においては５年間の満州での生活体験を役立たせて所信の侭勤務したつもりである。 

弁護士になってみて私の扱う法律事務は片手間的のものに過ぎないが、一面依頼者の所期

する結果について事実及び法律の調査検討をして判断を示さなければならない責任の重い

骨の折れるものであるが、他面人と事件を介して世俗の機微に触れることができるので、遣り

がいのある職業と思う。 

私にとって弁護士となって法律事務に従事したことは老後の人生を豊かにしてくれたもので想

い出に残ることは間違いない。   （出典２） 

 

出典１：『政治産業文化備後綜合名鑑』、備後文化出版社編刊、昭和３４年９月 

出典２：『芦田川のひまわり』、広島弁護士会福山地区会編刊、昭和６０年４月 
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